
「旧花見川第二小学校跡施設の利用方針」について 

 

 

 

 

 

旧花見川第二小学校跡施設について、統合した花見川中学校の教育環境の改善を図るため「利

用方針」を下記のとおり決定いたしました。 

 

 

１ 経緯 

平成２７年１０月 地元代表協議会から跡施設利用に関する要望書を提出 

平成２８年１２月 第 22 地区町内自治会連絡協議会を中心とした「花見川二中･二小跡施

設利用促進連絡協議会」のみなさまを対象に利用方針（案）について説

明会を実施 

平成 28年 12月～平成29年 1月 

利用方針（案）に対する意見募集を実施 

平成 29 年 4 月 意見募集の結果、特に意見の多かった旧花見川第二小 PTA のみなさま

を中心に意見交換会を実施 

 

２ 利用方針 

（１）校舎について 

花見川中学校既存グラウンドが手狭であることから、 

校舎を除却し、跡地を花見川中学校グラウンドとして使用いたします。 

 

（２）体育館について 

花見川中学校暫定体育館として使用いたします。 

 

（３）グラウンド･プールについて 

校舎跡地及び小学校校庭部分の一部を花見川中学校グラウンドとして使用するほか、プー

ル除却後の跡地等の南西部分の一部を将来的な公共施設用地等として検討いたします。 

 

 

 

 

 

 

（配置図、スケジュール等 次ページに続く）



（４）花見川第二小跡施設敷地配置図 

 

（５）予定スケジュール（最短の場合） 

用途等 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度以降 

花見川中学校

校庭 

・校舎･プール 

解体実施設計 

・校舎･プール 

解体工事 

・校舎･プール 

解体工事 
 

・体育館 

配管等工事 
 

（・グラウンド 

整備工事 ） 

・グラウンド 

整備工事 

 
 

 

・花見川中学校 

校庭供用開始 

（予定） 

花見川中学校

暫定体育館 

供用開始 

（上記工事に伴い、使用できない期間が生じる可能性があります。） 

 


